
第

六

百

八

十

四

号

令

和

八

年

五

月

十

二

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

一
八
九
ペ
ー
ジ

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(

同

)

一
九
〇

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

農
地
整
備
課)

一
九
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
の
変
更

(
同

)

一
九
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
岐
阜
農
林
事
務
所)

一
九
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

一
九
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

高
校
教
育
課)

一
九
三

正

誤

○
道
路
の
供
用
開
始
中
訂
正

(

道
路
維
持
課)
一
九
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

ク
ル

ー
ル
各
務
原

愛
知
県
名
古
屋
市
中

区
丸
の
内
三
丁
目
二

〇
―
九

三
晃
社
ビ

ル
三
Ｆ

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

ク
ル
ー

ル
各
務
原

各
務
原
市
蘇
原
東
栄

町
一
丁
目
四
九
番
二

令
和�･�･�

株
式
会
社

ア
ン

カ
ー

本
巣
市
宗
慶
七
二
―

一
八

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ

リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ア
ン
カ
ー
大
垣

大
垣
市
和
合
新
町
一

丁
目
四
六
―
三
グ
リ

ー
ン
ハ
ウ
ス
和
合
Ｅ

棟
一
一
五
号

令
和�･�･�

株
式
会
社
フ
ォ
レ

ス
ト

関
市
巾
三
丁
目
三
〇

八
番
地
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

フ
ォ
レ

ス
ト

関
市
巾
三
丁
目
一
四

番
地
一
エ
ス
ペ
ラ
ン

サ
一
階

令
和�･�･�
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
五
月
十
二
日



株
式
会
社
ナ
イ
ス

マ
ン

多
治
見
市
宝
町
六
丁

目
一
番
地

ケ
ア
リ
ー
ル
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

蘇
原

各
務
原
市
蘇
原
新
栄

町
二
丁
目
七
三
番
地

四

同

合
同
会
社
Ｍ
ｈ
ｕ

ｉ
ｔ

可
児
市
桜
ケ
丘
六
丁

目
八
八
番
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
て
と
て

み
の
か
も

美
濃
加
茂
市
太
田
町

三
八
二
番
地
の
一
エ

ヌ
ビ
ー
ハ
イ
ツ
一
〇

一

同

株
式
会
社
Ｒ
ａ
ｓ

ｈ
ｅ
ｅ
ｋ

瑞
穂
市
馬
場
春
雨
町

一
丁
目
四
四
番
地
一

ア
ー
バ
ン
藤
三
〇

五

ラ
シ
ー
ク
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

瑞
穂
市
馬
場
春
雨
町

一
丁
目
四
四
―
一

ア
ー
バ
ン
藤
三
〇
五

同

株
式
会
社
ｆ.

ｅ.

ｖ

大
垣
市
熊
野
町
四
丁

目
九
八
番
地
二

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

め
い
と

大
垣

大
垣
市
緑
園
六
七
番

地

緑
園
サ
ン
コ
ー

ポ
１
Ｄ

同

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
・
暗
渠
排
水)

地
区
名

え
な
南
部
地
区
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

医

療

法

人

聡

仁

会

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

丁
目
四
七
番
地

居
宅
療
養

管
理
指
導

酒

井

ク

リ

ニ

ッ

ク

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
一

丁
目
四
七
番
地

令
和

八
・

二
・

一

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
八
年
五
月
十
二
日
か
ら

令
和
八
年
六
月
一
日
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(
訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
基
幹
農
道
整
備
事
業

地
区
名

東
白
川
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
八
年
五
月
十
二
日
か
ら

令
和
八
年
六
月
一
日
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
十

九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
緊
急
耐
震
工
事
計

画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
緊
急
耐
震
工
事
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
緊
急
耐
震
工
事
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業

地
区
名

打
杭
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
八
年
五
月
十
二
日
か
ら

令
和
八
年
六
月
一
日
ま
で

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
濃
用
水

土
地
改
良

区
連
合

令
和�･�･��
理
事

山

口

温�
岐
阜
市
山
県
北
野

一
三
〇
八
番
地

同

伊

藤

勝

敏

関
市
植
野

二
六
三
番
地
一

同

杉

山

晃

岐
阜
市
高
富

六
〇
二
番
地
二

同�
原

修

司

岐
阜
市
粟
野
東
二
丁
目

一
四
一
番
地

同�
井

弥

生

美
濃
市
極
楽
寺

七
二
番
地

同

田

口

一

男

岐
阜
市
春
近
古
市
場
北

一
四
三
番
地
一

同

太

田

滋

岐
阜
市
三
輪

七
九
一
番
地

同

深

尾

晴

美

岐
阜
市
太
郎
丸
野
田

七
四
番
地
二

同

大

野

進

岐
阜
市
福
富

六
四
八
番
地

同

平

野

雅

己

岐
阜
市
鷺
山

二
〇
八
番
地
二

同

大

野

忠

利

岐
阜
市
八
代
三
丁
目

七
番
一
一

監
事

松

田

孝

弘

岐
阜
市
中
屋
東

三
七
番
地
一

同

村

井

由

和

関
市
広
見

六
九
三
番
地

同

鷲

見

芳

和

岐
阜
市
岩
井
三
丁
目

六
番
一
六
号

同

瓜

野

丈

美

山
県
市
高
富

一
八
五
六
番
地

同

川

島�
岐
阜
市
打
越

六
五
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
濃
用
水

土
地
改
良

区
連
合

令
和�･�･��
理
事

山

口

温�
岐
阜
市
山
県
北
野

一
三
〇
八
番
地

同

青

山

雅

紀

関
市
池
尻

二
一
四
番
地
一

同

杉

山

晃

山
県
市
高
富

六
〇
二
番
地
二

同

後

藤

一

夫

関
市
広
見

七
八
一
番
地
一

同

田

口

一

男

岐
阜
市
春
近
古
市
場
北

一
四
三
番
地
一

同

大

野

進

岐
阜
市
福
富

六
四
八
番
地

同

加

藤

波

男

岐
阜
市
太
郎
丸
中
島

二
二
五
番
地

同

清

水

健

吉

岐
阜
市
向
加
野
二
丁
目

一
七
番
三
二
号

同

神

谷

英

昭

岐
阜
市
上
土
居
二
丁
目

一
一
番
八
号

同

平

野

雅

己

岐
阜
市
鷺
山

二
〇
八
番
地
二

同

長
谷
川

恭

弘

岐
阜
市
岩
崎
三
丁
目

四
番
一
七
号

監
事

松

田

孝

弘

岐
阜
市
中
屋
東

三
七
番
地
一

同

後

藤

道�
関
市
池
尻

一
五
四
四
番
地

同

瓜

野

丈

美

山
県
市
高
富

一
八
五
六
番
地

同

渡

邉

智

和

岐
阜
市
長
良
三
丁
目

四
〇
番
地

員
外
監
事

箕

輪

照

子

岐
阜
市
太
郎
丸
諏
訪

六
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
大

巻
土
地
改

良
区

令
和�･��･��
理
事

山

森

幸

仁

養
老
郡
養
老
町
大
巻

一
〇
六
二
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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養
老
町
大

巻
土
地
改

良
区

令
和�･�･�
理
事

山

森

利

幸

養
老
郡
養
老
町
大
巻

一
〇
二
番
地

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
学
習
支
援
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
42,287ラ

イ
セ
ン
ス

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
８
年
２
月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
３
月
25日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
三
丁
目
23番
20号

株
式
会
社
大
塚
商
会
中
部
支
社

支
社
長
上
村
親
志

６
落
札
金
額
45,175,229円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
高
校
教
育
課
高
校
教
科
教
育
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
八
年
四
月
十
三
日
号
外
一�
道
路
の
供
用
開
始(

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号)

一
頁
下
段

前
か
ら
六
行
目
中｢

岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所｣

は
、｢

岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
八
年
四
月
十
三
日
号
外
一�
道
路
の
供
用
開
始(

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号)

二
頁
上
段

前
か
ら
一
行
目
中｢

岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所｣

は
、｢

岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所｣

の
誤
り
。
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令
和
八
年
五
月
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


